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第３０回南島原市農業委員会総会会議録 

 

 

１ 開催日時  令和２年１２月２５日（金）午後２時０２分～午後２時５２分 

 

２ 開催場所  有家庁舎２階会議室 

 

３ 出席委員 

   １番 水田 勇   ３番 林田康德   ４番 山下勝也   ５番 松川 正 

   ６番 寺田健蔵   ７番 植木健太郎  ８番 永池弘美   ９番 岡本敬一 

  １０番 平 光正  １１番 小川一英  １２番 岩永豊一  １３番 山口繁富 

  １４番 長橋世紀  １５番 太田香代子 １６番 多比良豊徳 １７番 山本幸彦 

   会長 中川繁憲 

 

４ 欠席委員 

  １８番 中野裕二 

  

５ 議事録署名委員 ６番 寺田健蔵  ７番 植木健太郎 

 

６ 事務局出席者  松尾 強  柴田勝則  本多 守  中村一郎  円口智仁 

          山口梨沙 

 

[ 日  程 ] 

議案第１６３号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第１６４号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第１６５号  農用地利用集積計画の決定について 

議案第１６６号  農用地利用集積計画の決定について（一括方式分） 

議案第１６７号  農用地利用配分計画（案）にかかる意見について 

 

そ の 他  ・農地法第１８条第６項の規定による通知について 

       ・使用貸借を解約した旨の通知について 

       ・農地転用許可不要案件届出について 

        

事務局（○○） 定刻を少し過ぎておりますけれども、ただいまから第３０回南島原市農業委員会総会

を開催いたします。 

    本日は、１８番中野委員から欠席の届けがあっております。まだ出席されていない委員の方も

いらっしゃいますけれども、出席農業委員数は１５名であります。過半数には達しておりますの

で、総会は成立しております。 

    会議規則第５条の規定によりまして、会長が議長となり議事を進行いたしますので、よろしく

お願いいたします。 

議 長 皆さん、こんにちは。 
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    本日は、第３０回の南島原市農業委員会総会ということでご案内申し上げましたところ、皆様

には年末の大変お忙しい中ご出席、誠にありがとうございます。 

    今年も残すところあと数日となり、今年の最後の総会となりました。これまで、農地の転用許

可申請に係る調査や農地利用状況の調査、人・農地プランの集落座談会、さらには農業者年金の

加入推進、全国農業新聞の普及拡大など、いろいろな活動に対し農業委員の皆さんには積極的に

取り組んでいただき、感謝申し上げます。 

    今回は、市内で新型コロナウイルス感染者が確認されたため、急遽ではございましたが、新型

コロナ感染症の拡大リスクの軽減を図るため、席順を変更し、農地利用最適化推進委員の方につ

きましては、議案の審議につき意見を述べる必要がある委員の方のみ出席としております。 

    さて、農業者年金、ＦＭひまわりラジオのＰＲは、１２月２１日の加津佐地区を皮切りに、２

２日は南有馬地区と全８回のうち２回が終了しました。最後の２月１６日の深江地区までよろし

くお願いいたします。 

    また、本日開催予定でありました地区別研修会につきましては、日を改めまして開催したいと

考えております。 

    それでは、事務局長から、農業委員１８名中、本日の欠席者は１名と届けが出ております。こ

れは総会に必要な過半数には達しておりますので、総会は成立することを宣言いたします。 

    それでは、議事録署名人に６番寺田委員、７番植木委員を指名し、ただいまから議案の審議に

入らせていただきます。 

 

    議案第１６３号 農地法第３条の規定による許可申請について でありますが、７番から９番

までは区分地上権の設定でありますので、５条の２番の後に一括して審議をしたいと思いますの

で、まず、１番から６番までの審議をお願いしたいと思います。事務局より説明をお願いします。 

事務局（○○） 議案第１６３号 農地法第３条の規定による許可申請について説明いたします。 

    ２ページをお願いいたします。 

    （議案第１６３号 番号１～６を朗読） 

    以上、農地法第３条の許可基準の農地法第３条第２項第１号の農地取得後全ての農地等の耕作

を効率的に行うと認められない者、第４号の農作業に常時従事すると認められない者、第５条の

下限面積を下回る場合及び第７号の周辺の地域における効率的かつ総合的な利用に支障を生ず

るおそれがあると認められる場合ですが、全て許可基準を満たしているものと思われます。以上

でございます。 

議 長 説明が終わりましたが、農地法３条の許可申請についても現地を調査して、審議しなさいとい

うことになっております。１番から４番に関しては北有馬の案件でありますが、北有馬の委員さ

ん、いかがでしょうか。 

    （「ありません」との声） 

議 長 よろしいでしょうか。はい。 

    ５番、６番は南有馬の案件ですけれども、南有馬の委員さん、いかがでしょうか。 

    （「異議ありません」との声） 

議 長 よろしいでしょうか。はい。全体を通して何かご意見等ありませんか。 

    （「ありません」との声） 

議 長 意見がないようですので、申請どおり許可することに異議ありませんか。 

    （「異議なし」との声） 
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議 長 異議なしと認め、よって申請どおり許可することに決定いたします。 

 

    次に、議案第１６４号 農地法第５条の規定による許可申請について 事務局、番号１より説

明をお願いします。 

事務局（○○） 農地法第５条の規定による許可申請について説明します。 

    ４ページをお願いいたします。 

    番号１、譲渡人、有家町の○○より加津佐町の○○へ、土地は有家町○○、畑の５５７平米と

なっています。転用目的は一般住宅用地となっており、父から申請地を譲り受け、住宅を建築し

たいということです。権利内容は許可日より贈与となっております。申請地は農業振興地域内の

農用地外の土地となっています。 

    本案件の農地区分は、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生

産性の低い農地に該当しますので、第２種農地と思われます。 

    転用面積が一般住宅の場合、５００平米までとされておりますが、本案件の場合は、道路から

宅地まで高低差があり、進入路部がどうしても５７．４４平米が必要であることから、宅地とし

ての有効面積が４９９．５６平米で要件を満たしているものと思われます。 

    現在は、加津佐町のアパートに家族で生活されておりますが、部屋が不足することから今回の

申請に至っております。住宅は木造平家建て、面積は１４９．４１平米、車庫が２０．３７平米

の計画です。雨水は、敷地の北側から東側へ側溝を整備される予定で、側溝を通じて市道へ放流

予定です。また、雑排水につきましては、合併浄化槽を通じて市道側溝へ放流される予定です。

資金につきましては、全て借入金で賄われます。以上です。 

議 長 この案件の現地調査の結果を○○番○○委員からお願いします。 

○○番○○委員 ○○番○○です。１２月２３日に午前４０分頃、○○委員と○○委員と、そして事務

局３名で見てまいりました。現地は、そこの県道の雲仙有家線から上に４キロぐらい上ったとこ

ろに広域農道の交差点がございまして、それを右に島原方面に行きますと、○○というところが

ありまして、その○○から２００ｍぐらい行ったこの広域農道に隣接する場所です。 

    今、写真を見ていただいておりますけれども、そのブロックの左側が、この広域農道ができた

ときにそういうふうにできたと聞いておりまして、車が入れる状態ではありません。だから、そ

こをスロープするように、向こうに１０ｍぐらい下げてから行くということで、それから１．７

ｍぐらい土地を下げて家を造られるということです。そしてまた、向こうに木が見えますけれど

も、あそこが境で、その境の向こうにも畑があります。それがいとこになられる方ですけれども、

そこにも迷惑をかけないということで、半分ぐらいのところまでしかいかないんですよ、この建

物が。向こうにも迷惑はかけないし、そしてまた、隣はいとこになられるんですけれども、その

辺にも言って了解を得て、またその方も、その防風垣が非常に生い茂っていたそうですけれども、

それも逆に迷惑をかけるということで伐採していただいております。そして、かなり１．７ｍ低

くなるということで、上からの残りから、かなりこっちに雨水のときに土も流れてくるんじゃな

いかということで、石垣を、石をついでから流れないような状態にするということです。そして

また、雨水は、農道の左側に大きなそれがありますので、それにするということで、家そのもの

は合併浄化槽も備えるということで、平屋ですので何の問題もないのかなと見てまいりましたけ

れども、皆さんの審議をよろしくお願いいたします。以上です。 

議 長 現地調査委員からの報告がありましたが、ほかの委員さんから何かご意見等ありませんか。 

    （「ありません」との声） 
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議 長 ○○番○○委員、現地調査の結果で、この家が隣接と１ｍと水路側が２０センチ、１．２ｍぐ

らいしか離れていないわけなんですが、切土で１．７ぐらい切って建てられるということで、こ

の東側の農地に関しての日照的な影響はさほどないと考えられますか。 

○○番○○委員 それはもう恐らく、見てまいりましたけれども、何ら問題ないと見てまいりました。 

    （「同意を取っとるとです」との声） 

○○番○○委員 そうそう。 

    （「同意は取っています」との声） 

議 長 同意があったのですね、はい。あまりにもくっついているから、陰の問題が、日照権の問題を

心配しておりました。 

○○番○○委員 逆にその隣の土地も、さっき申しましたけれども、従兄弟ということで、まだ逆に、

そんなに手前まで造らんでいいから、奥まで大きい家を造ってくれ、造ってよかと言われるぐら

い仲も親しくしていらっしゃるし、その辺も考えてやっておられますので、何ら問題ないのかな

と見てまいりました。 

議 長 はい、分かりました。ほかの委員さんから何かご意見、ご質問等ありませんか。 

    （「なし」との声） 

議 長 ご意見がありませんので、許可相当と認めることでよろしいでしょうか。 

    （「異議なし」との声） 

議 長 異議なしと認め、よって許可相当として県へ進達いたします。 

 

    次に、番号２について、事務局より説明をお願いします。 

事務局（○○） それでは、５ページをお願いいたします。 

    番号２、譲渡人、北有馬町の○○、○○、○○より、譲受人が南有馬町の○○、土地が北有馬

町の土地で、全てで８筆、４，５７５平米ありますが、そのうち転用面積が２．３６平米となっ

ています。転用目的は、営農型太陽光発電施設用地で、申請地を借り受けて営農型太陽光発電施

設４９．５キロワットの３基を設置したいということです。権利内容は、許可日より３年間の賃

借権の設定、申請地が農業振興地域内の農地であり、一時転用の案件となります。 

    本案件の農地区分は、農用地区域内にある農地ですが、一時的な転用（３年以内）であって、

かつ当該利用目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められること、及び農

業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれが認められないことにより、許可することがで

きることとされております。 

    申請地は、本年９月の第２７回総会にて決定していただいた農地の隣接地となります。目的の

営農型太陽光発電施設ですが、パネル数が６５６枚、パネルまでの高さが３ｍ、設置面積が１，

０９６．８３平米、遮光率が４７．３％で、下部農地には養液ポット栽培でのブルーベリーの予

定となっています。雨水は自然浸透予定です。資金は、全て法人所有の資金で賄われます。なお、

農用地の一時転用でありますので、１２月１７日に市長より異議がない旨の回答を得ております。

以上でございます。 

議 長 この案件の現地調査の結果を○○番○○委員からお願いします。 

○○番○○委員 ○○番○○です。２３日の午後２時より、会長、また○○、○○委員、それと○○委

員、事務局３名と現地を確認してまいりました。県道３０号線ですけれども、広域農道の出口が

あるんですけれども、そこを左折しまして、１キロちょっとぐらい行ったところをまたちょっと

右のほうに上ったところの、ここは３か所目の申請になるんです。１か所目は、そこの下にもう
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太陽光が稼働しておりまして、そして２か所目が、この奥のほうにブルーベリーを露地栽培され

るそうで、今、伐採中でした。現在、そこの申請地はちょうど真ん中に位置して、設置後も防草

シートを敷いて、泥の流出または雑草の繁茂を防ぐということで、また、水道は市水を利用して

行うということでございました。別にもうそこは引き続き同じ人の借地というか、あれで問題な

いと思います。どうか審議のほうよろしくお願いいたします。 

議 長 現地調査委員からの報告がありましたが、皆さんから何かご意見、ご質問等ありませんか。 

    ○○番○○委員。 

○○番○○委員 ○○番○○です。ちょっと質問ですけれども、太陽光の場合、何か元を取るのに１０

年かかるというような話を聞いておりますが、これは期間が３年ということですけれども、この

辺は問題ないんでしょうか。 

議 長 事務局、どうですか。 

事務局（○○） 農用地の一時転用に当たりますので、３年間のずっと条件がありますが、３年間を一

区切りとして、また次３年間延長して、また３年間延長して、手続を更新していくようなことに

なります。 

○○番○○委員 ということは。 

事務局（○○） ３年後に出る可能性が高いと思います。 

○○番○○委員 出るわけですね、はい。 

議 長 よろしいでしょうか。一時転用ですので３年間が限度でありますので、再度、申請をまたして

もらうことになるかと思いますけれども、はい。 

    ほかにありませんか。 

    はい、○○番○○委員。 

○○番○○委員 ○○番○○です。この一時転用の目的は、下にブルーベリーを栽培するための一時転

用の目的かと思いますけれども、その経営自体は先ほど出ました○○が行って、じゃ、この今、

賃借人の○○は何のために出てこられた。○○は、本来は賃借人にならんといかんわけと違うわ

けですか。これは、太陽光だけの経営が○○であって、ブルーベリーの経営は○○のほうがする

というような区別をはっきりとせんと、○○が借りとらすなぐらいで終わって、そこのところを

よく説明をお願いしたいと思います。 

議 長 これは、先ほど申請がありましたけれども、３条ですね。○○のほうでブルーベリー、そして、

後に延ばしておりました区分地上権の問題ですね、ソーラーのほうは○○、下のほうは○○と２

つに分かれておりますので、こういう形になっております。これが、申請が通ったならば、次に

区分地上権のほうで○○のほうを審議したいと先ほど申したのはそのためでした。よろしいでし

ょうか。 

○○番○○委員 はい。 

議 長 ほかにありませんか。 

    （「なし」との声） 

議 長 ご意見がありませんので、まず、議案第１６４号の２の営農型発電施設への一時転用の許可申

請は、許可相当として認めることでよろしいでしょうか。 

    （「異議なし」との声） 

議 長 はい。営農型太陽光発電施設の一時転用許可申請については、長崎県下の農業委員会の申合せ

により、長崎県農業会議に諮問することになっておりますので、許可相当として長崎県農業会議

に諮問することとし、その後、長崎県農業会議の意見を付して県へ進達いたします。 
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    次に、先ほどありました議案１６３号の番号７から番号９の区分地上権の設定 を議題といた

します。先ほどの３条の１６３号に戻っていただきます。事務局より説明をお願いします。 

事務局（○○） 議案の３ページをお願いいたします。 

    （議案第１６３号 番号７～９を朗読） 

議 長 ７番から９番の説明が終わりましたが、区分地上権の設定ということで申請が上がっておりま

す。先ほど○○番○○委員からも質問があっておりましたけれども、皆さんから何かご意見、ご

質問等ありませんか。区分地上権の設定ということは、意味が分かりますか。事務局にこの区分

地上権ということを何で３条の許可が必要かということを、事務局、説明いただけますか。 

    はい、事務局。 

事務局（○○） 区分地上権といいますのが、前回、○○の出された案件のときも説明をさせていただ

きましたが、空中とか地下とか、一番分かりやすいのが高速道路とか、地下鉄とかが一番分かり

やすいと思うんですけれども、土地の上空や地下の利用する権利の設定を行うのが区分地上権と

なっています。今回の場合は太陽光の発電施設ですが、それも区分地上権の設定が必要だという

ことで、今回、許可申請が提出されているような状況です。以上です。 

議 長 前回、申請のあったときもそういうふうな形でありましたけれども、再度説明をさせていただ

いておりますが、この件に関して、何かご意見、ご質問等ありませんか。 

    （「ありません」との声） 

議 長 ご意見がありませんので、５条の許可と同時に許可することでよろしいでしょうか。 

    （「異議なし」との声） 

議 長 異議なしということでありますので、５条の許可と同時に区分地上権設定も許可するというこ

とに決定いたします。 

 

    次に、議案第１６５号 農用地利用集積計画の決定について 事務局より説明をお願いします。 

事務局（○○） ６ページをお願いいたします。 

    議案第１６５号 農地利用集積計画の決定について説明いたします。 

    今月の利用集積計画ですが、賃貸借権が新規２１件、合計の４万２，３１３平米、再設定のほ

うが３９件、９万６，７７９平米となっています。使用貸借権が新規１件の８６０平米です。所

有権移転が２件の１，９３７平米、一括方式が賃借権、新規１件の４，０１５平米です。 

    それでは、賃借権の新規のほうを朗読させていただきます。 

    （議案第１６５号 賃貸借権 番号１～２１新規設定、所有権移転 番号６１～６２を朗読） 

    以上の案件につきまして、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項第１号、第２号、第３号及

び第４号の各号の要件を満たしているものと思われます。以上でございます。 

議 長 ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等ありませんか。 

    （「ありません」との声） 

議 長 ご意見がありませんので、議案第１６５号 農用地利用集積計画は承認することに決定してよ

ろしいでしょうか。 

    （「異議なし」との声） 

議 長 異議がないようですので、農用地利用集積計画を承認することに決定いたします。 

 

    次に、議案第１６６号 農用地利用集積計画の決定について（一括方式） について、事務局
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より説明をお願いします。 

事務局（○○） 議案１４ページをお願いいたします。 

    （議案第１６６号 賃借権 番号１新規設定を朗読） 

議 長 ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等ありませんか。 

    （「ありません」との声） 

議 長 特に配分を受ける方についてのご意見はないでしょうか。よろしいでしょうか。 

    （「はい」との声） 

議 長 ご意見がありませんので、農用地利用集積計画の一括方式は妥当として決定してよろしいでし

ょうか。 

    （「異議なし」との声） 

議 長 異議がないようですので、農用地利用集積計画の一括方式は妥当として決定いたします。 

 

    次に、議案第１６７号 農用地利用配分計画（案）にかかる意見について 事務局より説明を

お願いします。 

事務局（○○） 資料の１５ページをお願いいたします。 

    番号１、有家町の○○、神奈川県にお住まいの○○、有家町の○○より雲仙市の○○へ、有家

町の土地を令和３年２月１０日より令和９年６月９日までの賃借権の設定、２番、有家町の○○

より口之津町の○○へ、有家町の土地を令和３年２月１０日より令和４年１２月９日までの賃借

権の設定となっています。以上です。 

議 長 この議案に対して、ご意見、ご質問等ありませんか。特に配分を受けられる方について、ご意

見等ありませんか。 

    （「なし」との声） 

議 長 ご意見がありませんので、農用地利用配分計画は妥当として報告してよろしいでしょうか。 

    （「異議なし」との声） 

議 長 異議がないようですので、農用地利用配分計画は妥当として報告いたします。 

 

    次に、１６ページですけれども、農地法第１８条第６項の規定による通知でありますので、ご

覧ください。 

    １７ページも同じです。 

 

    １８ページ、使用貸借を解約した旨の通知でありますので、ご覧ください。 

 

    次に、１９ページ、農地転用許可不要案件届出について 番号１より、事務局より説明をお願

いします。 

事務局（○○） 議案１９ページをお願いいたします。 

    番号１、届出人が有家町の○○、土地が有家町○○、畑の１，６１７平米のうち１００平米と

なっています。転用目的は農業用倉庫用地で、平成７年９月に農業用倉庫を新築し、農機具置場

として利用しているということです。申請地は農業振興地域内の農用地外となっており、始末書

が添付されております。以上です。 

議 長 この案件の現地調査の結果を○○番○○委員からお願いします。 

○○番○○委員 はい、○○です。これも１２月２３日午前１０時頃、○○委員、それから○○委員と、
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それから事務局３名で見てまいりました。現地の場所ですけれども、ここを下っていただいて、

国道を口之津方面に行きますと○○というのがありますけれども、そこの手前の道路を約１キロ

近くでしょうか、８００ｍでしょうか、海岸側のところです。ここは、周辺に家が建っておりま

す。周りもほとんど同じ高さで、水路もございません。ここ雨水についても、雨どいがあります

けれども、雨どいの雨水も自分の畑に流れるように、ほかに行かないようにして、自分の土地に

流れるようになさっておられますし、倉庫の中も見せていただきましたけれども、農業機械をい

っぱい入れてありますので、もうこれは問題ないのかなと見てまいりました。以上です。 

議 長 現地調査委員からの報告ありましたが、ほかの委員さんから何かご意見、ご質問等ありません

か。 

    （「ありません」との声） 

議 長 ご意見がありませんので、異議なしということで届出を受理します。 

 

    次に、番号２について事務局より説明をお願いします。 

事務局（○○） 議案２０ページをお願いいたします。 

    番号２、南有馬町の○○が届出人です。土地は、南有馬町○○、畑の１３２平米です。転用目

的は農機具格納庫用地となっています。トラクターなどを収納するためのコンテナを設置したい

ということです。届出地は農業振興地域内の農用地外の土地となっています。以上です。 

議 長 この案件の現地調査の結果を○○番○○委員からお願いします。 

○○番○○委員 ○○番○○です。２３日２時５０分頃より現地を確認してまいりました。○○委員と、

○○は欠席でした。それと事務局３名ですけれども、国道２５１号線を口之津方面に行きますと

○○がありますよね。ちょっと行ったら○○がありますけれども、その中間地点ぐらいです。あ

そこに○○という整備工場があります。そのすぐ横になります。国道から入るということで、一

番左のフェンスのところを入り口として、５ｍぐらいの勾配というか、入り口を設けるというこ

とでございました。なお、その電柱がありますけれども、そこまでが農地ということで、手前の

ほうは宅地ということです。なお、そこの境界のところですけれども、ちゃんと境界はわかるよ

うにしておいてくれということでお願いしてまいりました。水路も右のほうにございまして、排

水のほうも何の問題もないと思います。審議のほどよろしくお願いいたします。 

議 長 現地調査委員からの報告ですが、ほかの委員さんから何かご意見、ご質問等ありませんか。 

    （「ありません」との声） 

議 長 意見がありませんので、異議なしということで届出を受理いたします。 

 

    以上で審議を終了させていただきます。 

 


